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令和７年第３回足寄町議会定例会議事録（第４号） 

令和７年９月１９日（金曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君  ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君  ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君  ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君  ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君 １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君 １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員   川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長   佐々木 康 仁 君 

ま ち づ く り 推 進 課 長   赤 間 恵 一 君 

こ ど も ・ 健 康 課 長   石 川 建 祐 君 

高 齢 者 支 援 課 長   林   俊 英 君 

住 民 ・ 出 納 課 長   金 澤 眞 澄 君 

農 林 課 長   加 藤 勝 廣 君 

建 設 課 長   森 岡 彰 寿 君 

国民健康保険病院事務長   原 田 慎 一 君 

消 防 課 長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長   (加 藤 勝 廣) 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長   角 野 慎 一 君 

事  務  局  次  長   飯 野 真 有 君 

総 務 担 当 主 査   遠 藤 浩 一 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ５＞ 

 日程第 ２  議案第１０９号 令和６年度足寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決 

                算認定について＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第 ３  議案第１１０号 令和６年度足寄町下水道事業会計剰余金の処分及び決 

                算認定について＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第 ４  議案第１１１号 令和６年度足寄町国民健康保険病院事業会計決算認定 

                について＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第 ５  議案第１１３号 令和６年度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について 

                ＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第 ６  議案第１１４号 令和６年度足寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 

                決算認定について＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第 ７  議案第１１５号 令和６年度足寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定 

                について＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第 ８  議案第１１６号 令和６年度足寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

                について＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第 ９  議案第１１７号 令和６年度足寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出 

                決算認定について＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第１０  議案第１１８号 令和６年度足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

                算認定について＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第１１  議案第１１９号 令和６年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳 

                出決算認定について＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第１２  議案第１０１号 令和７年度足寄町一般会計補正予算（第６号）＜Ｐ８ 

                ～Ｐ２１＞ 

 日程第１３  議案第１０２号 令和７年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算 

                （第１号）＜Ｐ８～Ｐ２１＞ 

 日程第１４  議案第１０３号 令和７年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

                ＜Ｐ８～Ｐ２１＞ 

 日程第１５  議案第１０４号 令和７年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算 

                （第２号）＜Ｐ８～Ｐ２１＞ 

 日程第１６  議案第１０５号 令和７年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算 

                （第１号）＜Ｐ８～Ｐ２１＞ 

 日程第１７  議案第１０６号 令和７年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予 

                算（第３号）＜Ｐ８～Ｐ２１＞ 

 日程第１８  議案第１０７号 令和７年度足寄町下水道事業会計補正予算（第２号） 

                ＜Ｐ８～Ｐ２１＞ 

 日程第１９  議案第１０８号 令和７年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算 

                （第３号）＜Ｐ８～Ｐ２１＞ 

 追加日程第 １  決議案第１号 足寄町議会議員定数及び報酬に関する調査特別委員会 

                の設置に関する決議＜Ｐ２２＞ 

 追加日程第 ２  意見書案第７号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書 

                ＜Ｐ２３＞ 
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 追加日程第 ３  議員派遣の件＜Ｐ２３＞ 

 追加日程第 ４  所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任 

                委員会）＜Ｐ２３～Ｐ２４＞ 

 追加日程第 ５  閉会中継続調査申出書（広報広聴常任委員会・議会運営委員会） 

                ＜Ｐ２４＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。 

 全員の出席であります。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午前１０時００分 休憩 

午前１０時０７分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

９月１８日に開催されました、第３回定例

会に伴う議会運営委員会の協議の結果を報

告いたします。 

 本日は、最初に町長からの行政報告を受

けます。 

次に、令和６年度決算審査特別委員会に

付託し、休会中の審査となっておりました

議案第１０９号から議案第１１１号まで

と、議案第１１３号から議案第１１９号ま

での各会計の決算認定について、審査報告

を受け、審議を行います。 

次に、議案第１０１号から議案第１０８

号までの令和７年度補正予算の提案説明を

受けた後、即決で審議いたします。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 行政報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 行政報

告を行います。 

町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、雌阿寒岳の噴火警戒レ

ベルが１から２に引き上げられたことに伴

う対応等について、行政報告を申し上げま

す。 

札幌管区気象台によりますと、雌阿寒岳

は、令和７年９月１１日から火山活動が活

発になり、９月１５日に気象台が行った現

地観測により、ポンマチネシリ９６－１火

口及びその近傍にごく僅かな火山灰の堆積

を確認するとともに、新たな噴気孔の形成

や火口内の温度が上昇していることも確認

されました。同火口からの噴気も高さ約１

００メートルまで上がるなど、噴気の量も

多い状態で推移していることなどもあり、

同日１５時２０分に、雌阿寒岳のポンマチ

ネシリ火口から約５００メートルの範囲に

影響を及ぼす噴火の可能性があるため、噴

火警戒レベルを１から２に引き上げると、

同気象台から発表されました。 

引上げ発表後の本町の対応ですが、担当

職員が登庁後、釧路市や十勝総合振興局な

どの関係機関との協議と情報共有を図ると

ともに、本町を含む雌阿寒岳周辺自治体や

関係機関等で組織する雌阿寒岳火山防災協

議会作成の雌阿寒岳火山防災計画に基づく

レベル２における対応策を実施していま

す。 

具体的には、同日中に雌阿寒温泉登山口

とオンネトー登山口の２か所に登山規制看

板を設置し、茂足寄地区での防災無線によ

る周知、町ホームページでの注意喚起、さ

らに町内にエリアメールを発信しました。

翌１６日には、関係課長と会議を開催し、

対応策を協議するとともに、前日は夜間の

ため設置することができなかった雌阿寒温

泉登山道とオンネトー登山道の７号目に登

山規制看板を設置しました。また、登山客

への周知を強化するため、茂足寄地区での
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屋外防災無線放送は、９月２３日まで１日

２回継続して行っています。 

雌阿寒岳の噴火警戒レベル２への引上げ

は、平成３０年１１月以来となりますが、

レベル２では、火口から約５００メートル

の範囲において噴石等が飛散するおそれが

あるため登山規制を行うものの、山麓等へ

の被害は想定されておらず、オンネトー周

辺の散策等は問題ありません。 

活発な火山活動が早期に収束し、噴火警

戒レベルが引き下げられることを願います

とともに、今後も雌阿寒岳火山防災協議会

をはじめ関係機関との連携を強化し、情報

共有を図るなど、警戒体制を継続してまい

りますので、御理解賜りますようお願い申

し上げ、行政報告とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、行政報告

を終わります。 

 

◎ 議案第１０９号から議案第１１９号まで 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 議案第

１０９号令和６年度足寄町上水道事業会計

剰余金の処分及び決算認定についての件か

ら日程第１１ 議案第１１９号令和６年度

足寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳

出決算認定についての件までの１０件を一

括議題とします。 

 本件における委員長の報告は別紙配付の

とおりです。 

 これにて、委員長の報告を終わります。 

 これより、議案第１０９号令和６年度足

寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１０９号令和６年度足

寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定についての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、原案

のとおり可決及び認定するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり、原

案のとおり可決及び認定することに賛成の

方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１０９号令和６年度

足寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決

算認定についての件は、原案のとおり可決

及び認定することに決定いたしました。 

 これより、議案第１１０号令和６年度足

寄町下水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１０号令和６年度足

寄町下水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定についての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、原案

のとおり可決及び認定するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり、原

案のとおり可決及び認定することに賛成の

方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１０号令和６年度

足寄町下水道事業会計剰余金の処分及び決

算認定についての件は、原案のとおり可決

及び認定することに決定いたしました。 

 これより、議案第１１１号令和６年度足

寄町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 
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 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１１号令和６年度足

寄町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１１号令和６年度

足寄町国民健康保険病院事業会計決算認定

についての件は、認定することに決定いた

しました。 

 これより、議案第１１３号令和６年度足

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての

件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１３号令和６年度足

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての

件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１３号令和６年度

足寄町一般会計歳入歳出決算認定について

の件は、認定することに決定いたしまし

た。 

 これより、議案第１１４号令和６年度足

寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１４号令和６年度足

寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１４号令和６年度

足寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定についての件は、認定することに

決定いたしました。 

 これより、議案第１１５号令和６年度足

寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１５号令和６年度足

寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１５号令和６年度

足寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、認定することに決定いた

しました。 

 これより、議案第１１６号令和６年度足

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１６号令和６年度足

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１６号令和６年度

足寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、認定することに決定いた

しました。 

 これより、議案第１１７号令和６年度足

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１７号令和６年度足

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１７号令和６年度

足寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出

決算認定についての件は、認定することに

決定いたしました。 

 これより、議案第１１８号令和６年度足

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１８号令和６年度足

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１８号令和６年度

足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、認定することに決

定いたしました。 

 これより、議案第１１９号令和６年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出

決算認定についての件の討論を行います。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１９号令和６年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出

決算認定についての件を採決します。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定

するものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１９号令和６年度

足寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳

出決算認定についての件は、認定すること

に決定いたしました。 
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◎ 議案第１０１号から議案第１０８号まで 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１２ 議案

第１０１号令和７年度足寄町一般会計補正

予算（第６号）から日程第１９ 議案第１

０８号令和７年度足寄町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第３号）までの８件を

一括議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第１０１号令和７年度足寄

町一般会計補正予算（第６号）から議案第

１０８号令和７年度足寄町国民健康保険病

院事業会計補正予算（第３号）まで、一括

で提案理由を御説明申し上げます。 

 補正予算書１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第１０１号令和７年度足寄町一般会

計補正予算（第６号）について、御説明申

し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２億４,９４６万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１４億２,７５

５万８,０００円とするものでございます。 

歳出の主なものから御説明申し上げま

す。 

１４ページをお願いいたします。 

第２款総務費、第１項総務管理費、第１

目一般管理費、第１３節使用料及び賃借料

におきまして、町所有の公用車３３台に搭

載されているテレビ受信機能付カーナビに

ついて、ＮＨＫ受信料の未払いが判明した

ため、過年度分も含め、テレビ受信料３９

３万４,０００円を計上いたしました。 

１６ページをお願いいたします。 

第２項徴税費、第１目税務総務費、第１

８節負担金、補助及び交付金におきまし

て、定額減税補足給付金（不足額給付）と

いたしまして４,００７万円を計上いたしま

した。 

１８ページをお願いいたします。 

第３款民生費、第１項社会福祉費、第１

目社会福祉総務費、第１８節負担金、補助

及び交付金におきまして、足寄町社会福祉

協議会補助金といたしまして３,７０１万円

を計上いたしました。 

２２ページをお願いいたします。 

第４款衛生費、第１項保健衛生費、第４

目環境衛生費、第１４節工事請負費におき

まして、ＰＣＢ含有設備交換・撤去工事と

いたしまして８８２万１,０００円を、第４

項病院費、第１目病院費、第１８節負担

金、補助及び交付金におきまして、不採算

地区病院運営経費負担金といたしまして６,

１４７万４,０００円を計上いたしました。 

２４ページをお願いいたします。 

第６款農林水産業費、第２項林業費、第

１目林業振興費、第１８節負担金、補助及

び交付金におきまして、豊かな森づくり推

進事業補助金といたしまして１,０９０万

７,０００円、第４目水源林造林事業費、第

１１節役務費におきまして、手数料といた

しまして１,９９９万円を計上いたしまし

た。 

２６ページをお願いいたします。 

第７款商工費、第１項商工費、第１目商

工振興費、第１８節負担金、補助及び交付

金におきまして、あしょろ物価高騰応援

クーポン発行事業補助金といたしまして１,

５６０万円を計上いたしました。 

第８款土木費、第２項道路橋梁費、第４

目道路新設改良費、第１２節委託料におき

まして、橋梁長寿命化修繕調査設計業務と

いたしまして８６０万円、第１４節工事請

負費におきまして、高嶺線道路改修工事と

いたしまして３５６万４,０００円、第３項

河川費、第２目河川維持費、第１４節工事

請負費におきまして、ポンイナウシ川護岸

改修工事といたしまして１,４０３万６,０

００円を計上いたしました。 

３０ページをお願いいたします。 

第１３款職員費、第１項職員給与費、第
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１目職員給与費、第３節職員手当等におき

まして、退職手当等といたしまして１,５１

７万１,０００円を計上いたしました。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なも

のについて申し上げます。 

８ページへお戻りください。 

第１款町税、第１項町民税におきまし

て、個人町民税現年課税分といたしまして

３,０３１万３,０００円を計上いたしまし

た。 

第２項固定資産税におきまして、固定資

産税現年課税分といたしまして１,８２４万

１,０００円を減額いたしました。 

第１１款地方交付税、第１項地方交付税

におきまして、普通地方交付税といたしま

して１億５,４４７万７,０００円を計上い

たしました。 

第１５款国庫支出金、第２項国庫補助

金、第１目総務費国庫補助金におきまし

て、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金といたしまして４,７９６万７,０００

円を計上いたしました。 

１０ページをお願いいたします。 

第１６款道支出金、第２項道補助金、第

４目農林水産業費道補助金におきまして、

豊かな森づくり推進事業道補助金といたし

まして６７３万９,０００円を計上いたしま

した。 

第１７款財産収入、第２項財産売払収

入、第１目不動産売払収入におきまして、

土地売払収入といたしまして２,９００万

５,０００円を計上いたしました。 

第１８款寄附金におきまして、企業版ふ

るさと納税寄附金といたしまして、株式会

社味のちぬや様から１００万円、株式会社

アガルート様から１０万円の合計１１０万

円を計上いたしました。 

１２ページをお願いいたします。 

第１９款繰入金におきまして、財政調整

のため財政調整基金繰入金を８,８９１万

７,０００円減額いたしました。 

第２０款繰越金におきまして、前年度の

純繰越金といたしまして４,２２８万９,０

００円を計上いたしました。 

第２１款諸収入、第５項雑入、第３目水

源林造林事業収入におきまして、１,９９９

万円を計上いたしました。 

第２２款町債第１項町債第４目緊急自然

災害防止対策事業債におきまして、ポンイ

ナウシ川護岸改修事業債といたしまして１,

４００万円を計上いたしました。 

これで歳入を終わります。 

 ４ページへお戻りください。 

第２表債務負担行為補正、追加１件、第

３表地方債補正、変更３件をお願いいたし

ました。 

以上で、令和７年度足寄町一般会計補正

予算（第６号）についての説明を終わりま

す。 

次に、特別会計について御説明申し上げ

ます。 

３３ページをお願いいたします。 

議案第１０２号令和７年度足寄町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,００７万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億２,８

５０万２,０００円とするものでございま

す。 

歳出の主なものから御説明申し上げま

す。 

４２ページをお願いいたします。 

第７款基金積立金におきまして、国民健

康保険特別会計基金積立金といたしまして

１,１０５万７,０００円を計上いたしまし

た。 

歳入について申し上げますので、３８

ページへお戻りください。 

第１款国民健康保険税、第１項国民健康

保険税、第１目一般被保険者国民健康保険

税におきまして、医療給付費分現年課税分

といたしまして１,１６３万５,０００円を

計上いたしました。 
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次に、４５ページをお願いいたします。 

議案第１０３号令和７年度足寄町介護保

険特別会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億１,７５３万２,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０

億３７８万９,０００円とするものでござい

ます。 

歳出の主なものから御説明いたします。 

５２ページをお願いいたします。 

第４款諸支出金、第１項償還金及び還付

加算金、第２目償還金、第２２節償還金、

利子及び割引料におきまして、返還金とい

たしまして６,９８５万１,０００円を計上

いたしました。 

第６款基金積立金におきまして、介護給

付費準備基金積立金といたしまして４,７４

２万円を計上いたしました。 

歳入について申し上げます。 

５０ページへお戻りください。 

第７款繰越金におきまして、前年度繰越

金といたしまして１億１,７３９万８,００

０円を計上いたしました。 

次に、５５ページをお願いいたします。 

 議案第１０４号令和７年度足寄町介護

サービス事業特別会計補正予算（第２号）

について御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７０６万８,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２１億５,１７

２万８,０００円とするものでございます。 

歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

次に、６７ページをお願いいたします。 

議案第１０５号令和７年度足寄町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２４２万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億６,０３２万４,０

００円とするものでございます。 

歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

次に、７５ページをお願いいたします。 

議案第１０６号令和７年度足寄町資源ご

み処理等事業特別会計補正予算（第３号）

について御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１８３万９,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億１２２万

３,０００円とするものでございます。 

歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

次に、企業会計について御説明申し上げ

ます。 

８５ページをお願いいたします。 

議案第１０７号令和７年度足寄町下水道

事業会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

収益的収入及び支出の予定額に収入支出

それぞれ３万円を増額し、収益的収入及び

支出の予定額を収入支出それぞれ３億７,７

５３万４,０００円とするものでございま

す。 

収益的収入及び支出の内容につきまして

は、特に説明すべき事項がございませんの

で、説明は省略させていただきます。 

９１ページをお願いいたします。 

議案第１０８号令和７年度足寄町国民健

康保険病院事業会計補正予算（第３号）に

ついて御説明申し上げます。 

収益的収入及び支出について御説明いた

します。 

収益的収入及び支出の予定額に収入支出

それぞれ１,２６１万４,０００円を増額

し、収益的収入及び支出の予定額を収入支

出それぞれ１３億３,０７９万５,０００円

とするものでございます。 

９４ページをお願いいたします。 

支出について御説明いたします。 
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第１款病院事業費用、第１項医業費用、

第１目給与費におきまして、退職手当組合

等負担金といたしまして１,１４７万４,０

００円を計上いたしました。 

次に、収入について御説明いたします。 

第１款病院事業収益、第１項医業収益、

第１目入院収益におきまして、一般入院収

益といたしまして２,７３２万６,０００円

を減額し、第２目外来収益におきまして

も、一般外来収益といたしまして２,３４８

万３,０００円を減額しています。 

第２項医業外収益、第２目負担金交付

金、他会計負担金におきまして、不採算地

区病院運営経費に対する一般会計負担金と

いたしまして６,１４７万４,０００円を計

上いたしました。 

９１ページへお戻りください。 

次に、資本的収入及び支出について御説

明いたします。 

資本的収入及び支出の予定額に収入支出

それぞれ４５万１,０００円を増額し、資本

的収入の予定額を８,８５６万２,０００円

に、資本的支出の予定額を１億１,８０１万

５,０００円とするものでございます。 

なお、資本的収入及び支出につきまして

は、特に説明すべき事項がございませんの

で、説明は省略させていただきます。 

次に、第４条におきまして、予算第８条

に定めた議会の議決を経なければ流用でき

ない経費におきまして、職員給与費といた

しまして１,１４７万４,０００円を計上

し、８億８,５１７万２,０００円とするも

のでございます。 

以上で、議案第１０１号令和７年度足寄

町一般会計補正予算（第６号）から、議案

第１０８号令和７年度足寄町国民健康保険

病院事業会計補正予算（第３号）までの提

案理由の説明とさせていただきますので、

御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、議案第１０１号令和７年度足

寄町一般会計補正予算（第６号）の件の質

疑を行います。 

 １４ページをお開きください。 

歳出から始めます。 

款で進めます。 

１４ページから１８ページ、第２款総務

費、質疑はございませんか。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） １７ページの１

８節、補助金で定額減税の補足給付金とい

うことで上げられているのですけれども、

１人４万円の定額減税で頂く割にはそのほ

か、事業主だとかが事務手続というか、そ

れにすごい時間がかかったと、大変だった

というようなお話を聞いているのですけれ

ども、なかなか分かりづらいことなのです

けれども、これで大体ほぼ４万円の定額減

税のものは処理され、終了するということ

でよろしいですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民・出納課

長、答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） これを

もちまして、定額減税につきましては終了

する予定でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

１２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 歳出の一般管理

費で、カーナビです。説明資料９９ページ

になりますけれども、結構な金額で、平成

２１年１０月からということでなっており

ますが、この間、請求というものは来てい

たのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐々木康仁君） お答えいた

します。 

 この間、ＮＨＫのほうから請求書等につ

いては一切来ておりません。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 請求が来ていな
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いということで、遡って支払うということ

はどういうことなのか、お知らせくださ

い。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木総務課長、

答弁。 

○総務課長（佐々木康仁君） お答えいた

します。 

この問題につきましては、テレビ等でも

取り上げられているかと思いますけれど

も、地方自治体全体的だと思いますが、

カーナビ分への支払い義務というか、そう

いうのは認識の違いから各自治体とも上げ

てはいなかったと。まして、ＮＨＫからも

請求がなかったという状況でございます。

この問題がほかの自治体を含めて発覚した

際に、足寄町としても実際何台あるのだと

いうことも含めて調査をさせていただきま

した。そうすると、こちらにも書いてあり

ますが、３３台ということになりました。 

ＮＨＫにも問合せをしたのですけれど

も、ＮＨＫとしては、私たちは請求等をし

ているわけではないけれども、最近の車を

買うと、大体バックモニターもついてい

て、カーナビも一緒についてくるというの

が基本なので、バックモニターを含めて

カーナビ等がついているのであれば、購入

月まで遡って支払っていただきたいと。こ

れがＮＨＫとしては、どこかのまちに５年

分だけでいいよだとかという話になると、

収拾がつかなくなるので、多分、全ての自

治体に購入月から支払っていただきたいと

いうことでお話がありました。 

足寄町でいくと、一番古いのが町長車に

なっています。町長車だと平成２１年設置

車両でございますので、そこまで遡ってい

くとかなりの金額になってしまったという

ことになっております。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） これは各自治体

で、新聞等で相当報道されていて、議会が

開催するたびに、このことが議会の中で計

上されているというのも新聞でも見ていま

す。 

例えばこれを払わない自治体が得をする

のか、払った自治体が損をするのか、これ

は分かりませんよ。本当に全国共通でこれ

が支払っていかれるものなのか、どうなの

か。さらには、こういったことで、今、総

務課長からあったように、どこかの自治体

もそうなのですけれども、カーナビはつけ

るけれども、テレビの受信をしないものを

つけていくと、交換していくということも

新聞等々で書かれておりましたけれども、

そういったことで、今後以降については、

支払うのは面白くないのですけれども、実

はですね。個人でいえば、何年か遡って請

求をしますけれども、その請求分について

の未払いで、古いものについては、逆に、

払っていただけないなら払っていただけな

いなりで、何年か遡って支払うという請求

が来るみたいなのです、個人には。だか

ら、自治体でいえば、ついているときから

支払っていいものか、悪いのか、自主的に

払うのは仕方ないのかなと思いますけれど

も、いわゆる今後の対応策を含めて、どの

ように考えているのかお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木総務課長、

答弁。 

○総務課長（佐々木康仁君） 二川議員が

おっしゃるのも十分分かります。理解をい

たします。 

ただ、ＮＨＫの放送法第６４条によっ

て、ＮＨＫの放送が受信可能な携帯電話、

スマートフォン、カーナビ、あるいはパソ

コンについても、協会の放送を受信できる

ことの受信設備ということで、受信契約の

対象だということになっております。足寄

町は調べたら、３３台ついておりましたの

で、今回、議会のほうに補正予算を計上さ

せていただきました。 

今後の対応策というお話がありました。

今、二川議員がおっしゃったとおり、バッ
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クモニターが仮にあったとしても、あるい

はカーナビがあったとしても、テレビ、ワ

ンセグ受信設備、これが必要かというと、

正直言って必要はない。それが一体となっ

て、大体提供されるものですから、今まで

は一体で購入もしてきましたけれども、私

たちとしては、これから今年度中に不必要

なワンセグについては、全てケーブルを

切って、今年度でその契約を終えましたよ

というようなことで、ＮＨＫに通知をして

いきたいというふうに思っております。Ｎ

ＨＫとは、その旨については、今、協議中

でありまして、例えば何か証明を出せだと

かという話になるのか、この辺について

は、ＮＨＫと今、協議をさせていただいて

いるところでございますが、基本的にはこ

ちらでケーブルを切断して、来年度以降の

契約については必要最小限、本当に必要な

ものだとかというのを精査しながら、それ

以外については切断いたしますので、契約

はしないということになろうかと思いま

す。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 分かりました。 

今、協議中ということなので、線を切っ

て断線させることによって、それが認めら

れるか、認められないか分かりませんけれ

ども、そういった対応をしていただくとい

うことでいいのですけれども、今、必要最

小限のところはやはり町長車だとか、また

パトロールだとか、いろいろ使う車という

のはその時々で、先ほどの雌阿寒の噴火で

はありませんけれども、そういった情報収

集するためのところも必要なのかなと思っ

ていますので、そこら辺も精査して、今

後、対応をしていただきたいということで

発言に代えたいと思います。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １８ページから２

０ページ、第３款民生費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２０ページから２

２ページ、第４款衛生費、質疑はございま

せんか。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 衛生費について

の説明資料が１０２ページにあるのですけ

れども、これは前年、町内３０施設１５４

個のコンデンサ等を調査して、これに４９

１万７,０００円を使っているわけですよ

ね。町内３０施設のうちの５施設の分です

ね。５施設で幾つを撤去するのですか。１

５４個のコンデンサを調べたと。そのうち

の５施設の何個のコンデンサを撤去するの

ですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 住民・出納課長、

答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） ５施設

に対して、今回予算計上をさせてもらった

個数は１０個になります。こちらは電気保

安協会と関係部局と協議させていただい

て、現段階で間違いなく低濃度のＰＣＢが

含有されているというものをピックアップ

しています。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） そうすると、単

純計算すると、１個あたり８８万２,０００

円もかかるのですか。１個当たり８８万２,

０００円。その辺り、平均を確認したいの

で。 

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民・出納課

長、答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） こちら

のコンデンサ等なのですけれども、施設に

設置されてあります分電盤等の一部に含ま

れている等がありまして、この分電盤の価

格、一部取替えではなくて全部取り替えな



 ― 14 ― 

くてはいけないとかありますので、数は少

ないのですけれども、個数は撤去から交

換、部品代、保管場所への運搬を含めてこ

の額になっています。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 分電盤を総取替

えするから平均８８万円もかかるというこ

とですね。 

そうしたら、聞きたいのですけれども、

去年１５４個のコンデンサ等を調査対象と

した、１個当たり３万２,０００円ぐらいか

けている、調査費用が。この１５４個のう

ち、こんなふうに撤去しなければならない

と思われるのは何個ですか。中には、ＰＣ

Ｂの入っていないものもあったのですね、

多分、分からないけれども。それとも全

部、あったのか、そこのところを詳しくお

願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民・出納課

長、答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） 先ほど

言ったように、電気保安協会と関係施設と

協議したところ、含有が間違いなくあるだ

ろうというのが５施設１０か所になるので

すけれども、そのほかにも含有が確認でき

ないものも実際ありました。こちらにつき

ましては、含有が確認できないので、お金

をかけて撤去して交換して、含有が確認で

きないというものについては今回外させて

もらっています。この含有が確認できない

ものについては、今後、各施設で交換時期

等が発生したときに、必要に応じて調査を

してもらうということになります。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 調査費用は令和

６年度に１５４個分、４９１万７,０００円

かけているわけですよね。またさらにその

ときに、分からないという結果で、今度ま

た調査するのですか、分からないものを。

一体どういう業者に頼んでいるのか、そこ

を聞きたいです。 

○議長（髙橋秀樹君） 住民・出納課長、

答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） 令和６

年度の調査ですけれども、コンデンサ等が

あるかどうかという調査をしていまして、

含有調査まではやっておりませんので、今

後、各施設が適切な時期に機器の更新があ

るときに撤去等をしてもらって、必要に応

じて含有調査をするという予定でいます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君）  随分高額だな

と。あるか、ないか分からない調査をした

だけで約３万２,０００円も取る、１個当た

り。もっと安い業者とかなかったのかなっ

て、これについて、業者頼むに当たって見

積り、取ったのですか。普通は見積り、最

低でも２か所は取って、どちらか安いほう

にするということを考えると思うのですけ

れども、そういうことをしたのかどうかお

聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 住民・出納課長、

答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君）  こち

ら、前回の１５４か所について調査を請け

負った事業者が、そこの場所に全部全て

行ってもらって、確認をして調査をしても

らっているので、額的に相当の額にはなっ

ています。 

あと、この調査価格につきましては、当

然予算時に見積りを頂戴して、それで予算

をいただいて、過大な額にならないように

調整の上、発注をしております。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 聞いていること

が違うのですけれども、私が聞いているの

は、何社が見積りしたのですかということ

を聞いているので、そこをお願いします。 
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○議長（髙橋秀樹君） 矢野議員、それは

過去のことになるのですね。今回のことに

関して、どういうふうに……（発言する者

あり） 

 ここで暫時休憩いたします。 

午前１１時０３分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 住民・出納課長、答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） お時間

いただきまして、ありがとうございます。 

記憶が定かではなかったので、お答えし

なかったのですけれども、今確認しました

ところ、５社の競争入札で行っておりま

す。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） ５社の競争入札

で１０個処分するのに８８２万１,０００円

…… 

○議長（髙橋秀樹君） 矢野議員、ちょっ

と待ってください。 

○４番（矢野利惠子君） 去年のやつね。

去年のやつは５社で４９１万７,０００円を

かけたと。 

 何ていうか高いな。だって、行って、Ｐ

ＣＢが入っているか、入っていないか、分

かった上で、それだけの３万円のお金を払

うならいいけれども、入っているか、入っ

ていないか分からないところにも３万円払

うということですか。そして、これから処

分するときにも、さらにまた調べなければ

ならない。何て効率が悪いのだと思うわけ

ですけれども。 

残りの今度は１４４個を処分するに当

たって、また検査の料金をかける。アフ

ターサービスでこれをやってくれたところ

の人が、分解してＰＣＢが入っているか、

入っていないかというのを検査してくれる

ような体制は整えられないのですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民・出納課

長、答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） 昨年度

やった調査なのですけれども、施設に使用

しているコンデンサ等に含まれているか、

含まれていないかの調査をさせていただい

て、電源開発等と協議させてもらって、含

まれているというものが確認できたものに

ついて、今回、撤去等について予算を計上

させてもらっています。 

令和６年に調査したものの中には、含ま

れていないというふうに確認できたものも

ありますし、含まれているかどうか分から

ないというものについては、今後、施設の

機器を交換するとき等で撤去して、必要に

応じてＰＣＢの含有を調査するということ

でございます。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 調べた１５４個

のうち、残りの１４４個の中には含まれて

いないのもあるかもしれないと。含まれて

いるやつについて、アフターサービスで、

それを調べてくれないかなと。ただあるの

だったら分からないけれども、分解すれ

ば、中にＰＣＢが含まれているかどうかっ

てすぐ分かるわけですからね。コンデンサ

なんて線をぐるぐる巻いているだけなのだ

から、あれを取れば中身が出るから、それ

は壊さなければ分からないということにな

るので、そのときの調査に１台、含まれて

いるか、含まれていないか分からないとい

う調査に３万円も出しているというのは、

ちょっと一般人としては受入れ難いやり方

だなと考えるので、その点、アフターサー

ビスとして、含まれているか、含まれてい

ないか分からなかったものについては、前

回３万円払っているのだから、今回はた

だってことにならないけれども、ちょっと

付け足してぐらいで安く、また同じにこん

な値段かけていたら二重にかけることにな
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るので、安くやってもらうということはで

きないのかどうかお聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 住民・出納課長、

答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） 令和６

年度に行いました調査につきましては、こ

れで調査が完了したということで、検収を

して終わっているものでございますので、

その事業者に、今後またアフターサービス

でということにはならないのかなとは考え

ています。 

あと、機器に関しまして、取り外して調

査すればいいのではないかとおっしゃって

いたのですけれども、取り外してしまう

と、分電盤等一部を取り外すことができな

いというものもありますので、先ほど言っ

たように、施設管理している管理者が施設

の機器の更新の時期に合わせて、それを撤

去、交換したときに、必要に応じてＰＣＢ

の濃度調査を行うということでございま

す。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） そんなこと聞い

ていません。私が言っているのは、撤去す

るときに調査、今やってしまったら壊れて

しまうから分からないという状態なのだか

ら、撤去するときにまたさらに調査すると

いうことだから、そのときにできないか

と。撤去したらもうそれは使わないから分

解して、中身にＰＣＢが入っているかどう

か、幾らでも分かるはずだから、そのとき

にそれをやった３万円を取った業者に、ま

た３万円出すのは大変だから、１万円ぐら

いでやってくれないかというふうに持って

いくことはできないのかと、そこを聞きた

いのです。 

あるものを壊せと言っていなくて、交換

するときにやってくれと、それを聞いてい

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） 住民・出納課長、

答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） 先ほど

も言わせてもらいましたけれども、令和６

年の調査については業務が終了しておりま

すので、アフターサービスとして調査を依

頼するということは考えておりません。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） やる人がそう考

えていないというのは仕方ないけれども、

それでは残りの１４４個について、１個に

８８万円もかけないようなやり方で交換し

ていってくれたらありがたいな。これは詳

しい人だったら、秋葉原に行って、材料

買って、こんなにかけないで作れますよ。 

だから、何とか新しいものを交換して、

ＰＣＢの入っていないものを作る場合に

も、なるべく安い業者を選んでやってほし

いと思います。その努力をお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 努力をお願いしま

す。答弁は要らないですね。要りますか。 

住民・出納課長、答弁。 

○住民・出納課長（金澤眞澄君） 先ほど

言いましたとおり、各施設を管理している

担当部局が必要に応じて、コンデンサ等の

含まれる分電盤等を撤去するときには、当

然必要に応じて競争入札、随意契約等をし

て、適正な価格で発注して事業を行うもの

だと考えておりますので、御理解をお願い

します。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２２ページから２

４ページ、第６款農林水産業費、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２６ページ、第７

款商工費、質疑はございませんか。 

 ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） お伺いします。 

２７ページのあしょろ物価高騰応援クー

ポン発行事業補助金のことだったのです
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が、説明資料によりますと、高齢者世帯１

世帯当たり５,０００円分利用のクーポン券

を支給するとなっています。 

対象世帯数が１,１２８になっています

が、独居世帯は何世帯ありますでしょう

か。 

○議長（髙橋秀樹君）  すぐ分かります

か。分からないですか。 

 ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） なぜ聞きましたか

ということですね。２人世帯の、もちろん

御夫婦の世帯の方と独居世帯の方と、後で

クレーム来ないかなという心配もあるので

すよね。１人で５,０００円なのに、２人で

５,０００円なのはちょっとというのが出て

こないかどうかということも少し心配なと

ころがありまして、今お伺いしています。 

○議長（髙橋秀樹君） まちづくり推進課

長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） 

おっしゃるとおり本来であれば、例えば独

居の方、高齢者２人世帯の方、それぞれ１

人当たりという形で出せればよりよいとは

思うのですが、今回、国から来ている財源

が６２３万９,０００円と限られている中

で、ではどういった支援を行ったらいいか

ということをいろいろ検討させていただい

て、実際に商工会から中小事業者が大変苦

しいというお話をいただいていて、例えば

そういったクーポン券を配ったときに、や

はり生活に苦しい方々というのがやむを得

ずというか、例えば食料品を売っているよ

うな大型のスーパーに消費が集中してしま

う傾向があって、それでいけば、できるだ

けそういった町内の小さい企業に消費が回

るようにということで、まずはもう一つの

ほうの子育て世帯に対して、クーポン券も

しくは電子クーポンという形で、電子クー

ポンであれば、町内の加盟店、限られた店

でしか使えないので、できればそちらに

使っていただきたい。こちらに、財源が

使った残りと言ったら大変失礼なのですけ

れども、プラスアルファの部分で、できれ

ば高齢者のほうにも、一般的な情報とし

て、やはり高齢者のほうが物価高騰の影響

を受けるという情報がありますので、でき

る範囲で支援させていただきたいというこ

とで、１世帯当たり５,０００円という形

で、今回はやらせていただきたいという考

えであります。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） それで、補助金の

バランスは取れたのですか。 

 補助を頂いた分で、この計算の中で、き

ちんとバランスは取れたのですか。 

○議長（髙橋秀樹君） まちづくり推進課

長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） 今

回、歳出が１,５６０万円で歳入が６２３万

９,０００円ですから、一般財源の持ち出し

は、予算上は結構出ている状況ですが、実

際に行ってみた結果、例えば申請が来な

かった方ですとか、電子クーポンを希望さ

れた場合には子供１人当たり１万円なので

すけれども、そうではなくて、やはり生活

上、クーポンのほう、広くお店で使える

クーポンを希望される場合には、こちら１

人当たり５,０００円ということで金額が半

分になりますので、そうした場合には、恐

らくここよりは大分実績としては下がって

くるかなと。そうした場合には、最終的に

は減額補正をさせていただく形になるかな

ということで、恐らく６２３万９,０００円

という補助金を割ることはないとは思うの

ですけれども、町の持ち出しは今の状況よ

りは減るのではないかと考えているところ

です。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） 何にせよ応援で頂

いていることでありがたいことなのですけ

れども、こういうクーポンというのをお出

しになっても、果たして、後でどれぐらい
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回収率ありましたかと聞いても、行政のほ

うではあまり把握していないという場面が

多かったのですね、これまでも。だから、

これを発行しても、どれだけの回収率があ

るかということをきちんと把握して、今後

もそうですけれども、把握していただけれ

ばありがたいなと思います。そうでないと

出した意味がないですよね。使い方が分か

らないから使わなかったとか、そういう方

もいるかもしれないですよね。そういうと

ころをきちんと説明してあげて、発行する

ときにはね。年代関係なく分からない人は

分からないと思うのですよ。使い方、分か

らないとかという人がいるかもしれないで

すよね。だから、対象者にはきちんと丁寧

な説明をしてさしあげると。そして、あと

回収率は大切なことだと思うのです。無駄

なお金が浮いてしまっているわけですから

ね。だから、そういうこともしっかりと今

後お願いしたいなと思います。 

質問ではありません。答弁はいいです。 

○議長（髙橋秀樹君） 商工費、他に質疑

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２６ページから２

８ページ、第８款土木費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２８ページから３

０ページ、第１０款教育費、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３０ページ、第１

３款職員費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳出総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ８ページにお戻り

ください。 

歳入に入ります。 

８ページから１２ページ、歳入一括で行

います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳入総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ４ページにお戻り

ください。 

第２表債務負担行為補正、追加１件、質

疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  第３表地方債補

正、変更３件、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第１０１号令和７年度足

寄町一般会計補正予算（第６号）の件を採

決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１０１号令和７年度

足寄町一般会計補正予算（第６号）の件

は、原案のとおり可決されました。 

３３ページをお開きください。 

これから、議案第１０２号令和７年度足

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）の件の質疑を行います。 

 ３８ページから４２ページ、歳入歳出一

括で行います。 
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 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第１０２号令和７年度足

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）の件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１０２号令和７年度

足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

４５ページをお開きください。 

これから、議案第１０３号令和７年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

の件の質疑を行います。 

 ５０ページから５２ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第１０３号令和７年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

の件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１０３号令和７年度

足寄町介護保険特別会計補正予算（第２

号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

５５ページをお開きください。 

これから、議案第１０４号令和７年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第２号）の件の質疑を行います。 

 ６０ページから６４ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第１０４号令和７年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第２号）の件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１０４号令和７年度
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足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

６７ページをお開きください。 

これから、議案第１０５号令和７年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）の件の質疑を行います。 

 ７２ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 介護保険料です

が、今、後期高齢者では、これは言えない

ですね。 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第１０５号令和７年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）の件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１０５号令和７年度

足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ７５ページをお開きください。 

これから、議案第１０６号令和７年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第３号）の件の質疑を行います。 

 ８０ページから８２ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第１０６号令和７年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第３号）の件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１０６号令和７年度

足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予

算（第３号）の件は、原案のとおり可決さ

れました。 

８５ページをお開きください。 

これから、議案第１０７号令和７年度足

寄町下水道事業会計補正予算（第２号）の

件の質疑を行います。 

 ８８ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 
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討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第１０７号令和７年度足

寄町下水道事業会計補正予算（第２号）の

件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１０７号令和７年度

足寄町下水道事業会計補正予算（第２号）

の件は、原案のとおり可決されました。 

 ９１ページをお開きください。 

これから、議案第１０８号令和７年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第３号）の件の質疑を行います。 

 ９４ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ９６ページ、資本

的収入及び支出一括で行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ９１ページにお戻

りください。 

第４条、予算第８条に定めた議会の議決

を経なければ流用することのできない経費

の変更、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第１０８号令和７年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第３号）の件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１０８号令和７年度

足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第３号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 休憩中に議会運営委員会の開催を願いま

す。 

午前１１時４０分 休憩 

午前１１時４９分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

ただいま開催されました、議会運営委員会

の協議の結果を報告いたします。 

これより、本日の議事日程に追加し、決

議案第１号、意見書案第７号について即決

で審議いたします。 

次に、議員派遣の件と、総務産業常任委

員会、文教厚生常任委員会からの所管事務

調査期限の延期について、広報広聴常任委

員会、議会運営委員会からの閉会中継続調

査申出書について審議いたします。 

以上で、本定例会における議案等の審議

は、本日をもって全て終了する予定であり

ます。 

以上で、報告を終わらせていただきま
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す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

お諮りします。 

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり

日程に追加し、審議することにしたいと思

います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、追加議事日程のとおり日程

に追加し、審議することに決定いたしまし

た。 

 

◎ 決議案第１号 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第１ 決

議案第１号足寄町議会議員定数及び報酬に

関する調査特別委員会の設置に関する決議

の件を議題とします。 

本件については、総合条例第６５条第３

項の規定により、提案理由の説明を省略い

たします。 

これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） これについて、

よく分からないのですけれども、私は全く

聞いていないので、どういう目的でこれを

設置しようと考えたのか、お尋ねしたいと

思います。 

○議長（髙橋秀樹君） ここで暫時休憩い

たします。 

午前１１時５２分 休憩 

午前１１時５５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） 矢野議員の質問

に対してお答えします。 

これは全国的にも随分前から協議され

て、いろいろな問題を抱えながら、地方議

会の問題を抱えながら、皆さんで随分前か

ら話し合ってこられたことでございます。 

 足寄町も人口減少が続く中、議会の体制

をどうしていったらいいのか、町民の負託

に応えるためにどのようにしていったらい

いのか、単に議員定数を減らすとか、増や

すとか、議員報酬を上げるとか、下げると

かだけではなく、トータル的に考えて、足

寄町の町議会をどうしていくかということ

を考えたいということで、特別委員会を設

置することになったと私は思っておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

 これから、決議案第１号足寄町議会議員

定数及び報酬に関する調査特別委員会の設

置に関する決議の件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、決議案第１号足寄町議会議

員定数及び報酬に関する調査特別委員会の

設置に関する決議の件は、原案のとおり可

決されました。 

 足寄町議会議員定数及び報酬に関する調

査特別委員会の委員の選任については、総

合条例第１１３条第２項の規定により、議

長が議会に諮って指名することになってお

ります。 
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委員の指名のため、暫時休憩いたしま

す。 

午前１１時５７分 休憩 

午後 ０時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 昼食の時間ではご

ざいますが、このまま会議を再開させてい

ただきます。 

委員の選任については、総合条例第１１

０条第５条の規定によって、早瀬川恵君、

田利正文君、木村明雄君、川上修一君、進

藤晴子君、多治見亮一君、二川 靖君、以

上７名を指名したいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、決議案第１号足寄町議会議

員定数及び報酬に関する調査特別委員会の

委員は、ただいま指名いたしました７名を

選任することに決定いたしました。 

暫時休憩します。 

休憩中に正副委員長の互選を願います。 

午後 ０時０１分 休憩 

午後 ０時０６分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（髙橋秀樹君） 諸般の報告をいた

します。 

ただいま、足寄町議会議員定数及び報酬

に関する調査特別委員会の正副委員長の互

選が行われ、その結果の報告が手元に参り

ましたので、御報告いたします。 

委員長に二川 靖君、副委員長に進藤晴

子君、以上のとおりです。 

 

◎ 意見書案第７号 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第２ 意

見書案第７号国土強靱化に資する社会資本

整備等に関する意見書の件を議題としま

す。 

本件については、条例第６５条第３項の

規定により、提案理由の説明を省略いたし

ます。 

これから、質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第７号国土強靱化に

資する社会資本整備等に関する意見書の件

を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、意見書案第７号国土強靱化

に資する社会資本整備等に関する意見書の

件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議員派遣の件 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第３ 議

員派遣の件を議題といたします。 

本件について、お手元に配付のとおり議

員を派遣したいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、議員派遣の件は、原案のと

おり決定いたしました。 

 

◎ 所管事務調査期限の延期について 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第４ 所

管事務調査期限の延期についての件を議題
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とします。 

 総務産業常任委員会及び文教厚生常任委

員会の付託中の所管事務調査については、

調査が終わらないので、同委員会から次期

定例会まで期限を延期されたいとの要求が

ありました。 

 お諮りします。 

 委員会の要求のとおり、期限を延期する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、総務産業常任委員会及び文

教厚生常任委員会に付託中の所管事務調査

について、調査の期限を委員会の要求のと

おり、次期定例会まで延期することに決定

いたしました。 

 

◎ 閉会中継続調査申出書 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第５ 閉

会中の継続調査申出書の件を議題としま

す。 

 広報広聴常任委員会及び議会運営委員会

の委員長から、条例第１３６条の規定に

よって、お手元に配付しましたとおり、閉

会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 委員長の申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、委員長の申出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしま

した。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、本

日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本日の会議を閉じます。 

 令和７年第３回足寄町議会定例会を閉会

いたします。 

午後 ０時１０分 閉会 
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